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番 号  
指 定 区 域 の

名 称  
指 定 区 域 の 土 地 の 区 域  

環 境 の 保 全 上 支 障

が あ る 予 定 建 築 物

等 の 用 途  

精 － ３ － ４  植 田  

相 楽 郡 精 華 町 大 字 植 田 の 一 部

（ 指 定 区 域 の 位 置 図 及 び 区 域

図 の と お り ）  

建 築 基 準 法 別 表 第

２ （ ろ ） 項 に 掲 げ

る 建 築 物 の 用 途 以

外 の 用 途  
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変 更 理 由  

 

 植 田 は 、市 街 化 区 域 に 隣 接 し て お り 、１ つ の 日 常 生 活 圏 を 形 成 し て

お り 、  

住 宅 等 が 既 に 建 設 さ れ て お り 、上 下 水 道 も 整 備 済 み で 、地 区 内 の 住 宅

地 及 び 未 利 用 地 の ほ と ん ど が 建 築 行 為 を 許 容 す る 幅 員 以 上 の 道 路 に

接 し て い る こ と か ら 、一 定 の 開 発 行 為 を 許 容 し て も 新 た な 公 共 投 資 を

必 要 と せ ず 、 都 市 計 画 区 域 の 計 画 的 な 市 街 化 に 支 障 が 無 い と 判 断 し 、

一 定 の 開 発 行 為 を 許 容 す る と と も に 、無 秩 序 な 市 街 地 の 拡 大 を 抑 制 し 、

都 市 計 画 区 域 の 健 全 な 土 地 利 用 を 図 る と し て 、平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 に

都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 １ １ 号 に 規 定 す る 条 例 で 指 定 す る 土 地 の 区 域 に

指 定 さ れ た 区 域 で あ る 。  

 こ の 度 、開 発 行 為 に 関 連 し て 不 可 欠 な 道 路 内 工 事 を 指 定 区 域 内 で 実

施 可 能 と す る た め 、既 指 定 区 域 の 縁 辺 に 接 す る 道 路 の 一 部 を 区 域 へ 追

加 し た 。  

 な お 、頻 発 、激 甚 化 す る 自 然 災 害 に 対 応 す る た め 、都 市 計 画 法 施 行

令 が 令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 に 改 正 さ れ 、条 例 で 指 定 す る 土 地 の 区 域 に

含 め て は な ら な い と さ れ た 災 害 の お そ れ の あ る 土 地 の 区 域 が 本 指 定

区 域 に は な い こ と を 確 認 し た 。  



条例の指定区域と災害ハザードエリアの関係図
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区域内に災害のおそれのある区域等は存在しない。
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